
Title 元文の五孝子関連文献及び森鴎外『最後の一句』の解
釈について

Author(s) 佐野, 大介

Citation 中国研究集刊. 2008, 46, p. 73-90

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/60987

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



元
文
年
間
の
大
坂
で
、
あ
る
兄
弟
姉
妹
が
、
死
刑
に
決
ま
っ
た

父
親
の
身
代
わ
り
に
な
り
た
い
と
奉
行
所
に
願
い
出
る
と
い
う
事

件
が
起
っ
た
。
そ
の
事
件
の
大
筋
は
、
「
元
文
三
年
、
大
坂
堀
江
の

居
船
頭
で
あ
る
勝
浦
屋
（
か
つ
ら
や
•
桂
屋
）
太
郎
兵
衛
の
雇
う

沖
船
頭
新
七
は
、
秋
田
よ
り
大
坂
へ
米
を
運
ぶ
際
に
嵐
に
遭
い
難

破
。
米
や
船
の
損
害
は
、
実
際
は
一
部
分
で
済
ん
だ
に
も
か
か
わ

ら
ず
全
損
と
詐
称
し
、
差
額
を
太
郎
兵
衛
と
分
配
す
る
。
後
こ
の

こ
と
が
発
覚
、
新
七
は
逃
亡
す
る
も
太
郎
兵
衛
は
逮
捕
さ
れ
る
。

二
年
後
、
太
郎
兵
衛
の
死
刑
執
行
が
決
定
す
る
と
、
太
郎
兵
衛
の

実
子
四
人
（
い
ち
·
ま
き
・
と
く
•
初
五
郎
）
と
養
子
一
人
（
長

太
郎
）
と
が
、
自
分
た
ち
を
身
代
わ
り
と
し
て
処
刑
し
、
父
を
助

は
じ
め
に

中
国
研
究
集
刊
金
号
（
総
四
十
六
号
）
平
成
二
十
年
六
月
七
三
ー
九

0
頁

命
す
る
よ
う
奉
行
所
に
願
い
出
る
。
当
初
奉
行
所
は
取
り
合
わ
な

か
っ
た
が
、
尋
問
が
行
な
わ
れ
、
江
戸
に
処
遇
を
問
い
合
わ
せ
る

間
処
刑
が
延
期
さ
れ
る
。
そ
の
間
に
大
瞥
祭
の
特
赦
が
あ
り
、
太

郎
兵
衛
は
減
刑
さ
れ
、
結
果
的
に
太
郎
兵
衛
の
命
が
助
か
る
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
五
名
は
、
公
よ
り
善
行
を
表
彰

さ
れ
た
者
を
集
め
た
『
官
刻
孝
義
録
』
の
表
彰
者
リ
ス
ト
に
記
名

が
あ
り
、
『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』
に
、

近
頃
忠
孝
の
者
市
中
に
あ
り
て
公
の
上
聞
に
達
し
台
命
あ
っ

て
御
褒
美
と
し
て
悉
く
銀
若
干
を
賜
ふ

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
件
後
そ
の
孝
行
を
表
彰

さ
れ
、
褒
美
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
注
l
)
0

元
文
の
五
孝
子
関
連
文
献

及
び
森
鴫
外
『
最
後
の
一
句
』

の
解
釈
に
つ
い
て

佐

野

大

介

(73) 



こ
の
事
件
は
後
に
、
森
鴎
外
『
最
後
の
一
句
』
の
題
材
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
。
鵡
外
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
そ
の
執
筆
は
事
件

の
発
生
か
ら
二
百
年
近
く
を
経
過
し
た
大
正
四
年
九
月
十
七
日
で

あ
る
か
ら
（
注
2
)
、
鵡
外
が
な
ん
ら
か
の
典
拠
に
拠
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
長
谷
川
泉
氏
が
、
こ
の
事
件
を
記
載
し
た
資
料
と

し
て
根
岸
鎮
衛
『
耳
袋
』
・
松
崎
党
臣
『
窓
の
須
佐
美
追
加
』
．

大
田
南
畝
『
一
話
一
言
』
を
挙
げ
、
な
か
で
も
『
一
話
一
言
』
が

『
最
後
の
一
句
』
の
直
接
の
典
拠
で
あ
る
と
し
て
よ
り
、
こ
の
事

件
の
典
拠
と
し
て
こ
の
三
書
を
挙
げ
る
こ
と
が
学
界
の
定
説
と
な

っ
て
い
る
（
注
3
)
0

直
接
の
典
拠
と
い
う
点
で
は
筆
者
の
考
え
も
こ
れ
に
外
れ
る
も

の
で
は
な
い
が
、
『
一
話
一
言
』
は
中
井
梵
i

奄
『
五
孝
子
伝
』
を
転

載
改
変
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
筆
者
の
調
査
に
よ

る
と
、
当
該
事
件
を
記
し
た
資
料
は
こ
れ
ら
三
の
他
に
も
多
数

存
在
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
当
該
事
件
に
関
す
る
各
資
料
の

記
載
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
成
立
と
踏
襲
関
係
と
に
つ

い
て
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
『
最
後
の
一
句
』
の
解
釈
に
つ
い
て
も

些
か
の
私
見
を
述
べ
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
用
い
た
資
料
は
、
「
元
文
の
五
孝
子
及
び
森
鴎
外

『
最
後
の
一
句
』
関
連
資
料
」
（
『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』

2
0

0

 

8
、
平
成
二

0
年
）
と
し
て
ま
と
め
た
。
本
稿
と
相
補
完
す
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
併
せ
ご
参
考
頂
き
た
い
。

一
、
当
該
事
件
記
載
資
料

先
学
指
摘
の
三
書
を
含
め
、
筆
者
の
管
見
に
及
ん
だ
当
該
事
件

記
載
資
料
を
お
お
よ
そ
の
執
筆
年
代
順
に
並
べ
る
（
注
4
)
。
ま
た
、

下
に
当
該
資
料
の
性
質
を
示
し
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
管
見
の
及
ん
だ
限
り
に
お
い
て
、
『
最
後
の
一

句
』
を
含
め
て
大
正
四
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
当
該
事
件
記
載
資

料
は
、
十
六
書
に
及
ぶ
。
ま
た
一
見
し
て
、
江
戸
時
代
は
複
数
の

性
質
の
文
献
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
明
治
以
降

は
、
『
最
後
の
一
句
』
を
除
き
全
て
徳
行
膵
集
に
採
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

明
治
五
年
に
学
制
が
発
布
さ
れ
、
自
由
発
行
さ
れ
た
書
籍
か
ら

修
身
の
教
科
書
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
と
決
ま
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、

列
伝
形
式
の
修
身
教
科
書
が
多
数
撰
述
さ
れ
た
。
表
の
『
近
世
孝

子
伝
』
（
明
治
七
年
刊
）
な
ど
も
そ
の
―
つ
で
あ
る
（
注
6)°

こ
れ
以

後
の
徳
行
諄
集
も
、
序
に
、
「
此
書
を
青
年
子
弟
に
捧
げ
て
こ
ろ
ば

ぬ
さ
き
の
杖
た
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
の
み
。
」
（
『
通
俗
孝
子
伝
』
）
、

「
普
く
古
今
の
忠
臣
孝
子
の
善
行
美
事
を
輯
め
て
其
の
範
を
少
年

少
女
諸
子
に
示
じ
…
…
。
」
（
『
ポ
ケ
ッ
ト
忠
孝
百
話
』
）
（
傍
点
引

用
者
以
下
同
じ
）
な
ど
と
あ
り
、
童
蒙
教
育
を
目
的
と
し
て
撰
さ

れ
た
徳
行
靡
集
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
群
は
、
全
て
同
一
事
件
に
関
す
る
記
述
で
あ
る

が
、
情
報
に
多
少
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
当
該
事
件

（
表
一
）

大

田

南

畝

『

一

話

一

言

』

文

政

三

年

(

-

八

二

O
)
ご

ろ

随

筆

甲

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

暁

鐘

成

『

摂

津

名

所

図

会

大

成

』

安

政

二

年

(

-

八

五

五

）

以

後

名

所

図

会

甲

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

、

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ヽ
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

政

田

義

彦

『

浪

速

人

傑

談

』

安

政

二

年

(

-

八

五

五

）

徳

行

輝

集

甲

＿

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ヽ
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

城

井

寿

章

『

近

世

孝

子

伝

』

明

治

七

年

(

-

八

七

四

）

徳

行

諄

集

乙

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

鈴

木

重

義

『

和

漢

孝

義

録

』

明

治

一

五

年

(

-

八

八

二

）

徳

行

諏

集

乙

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

保

田

安

政

『

修

身

事

蹟

』

明

治

二

四

年

(

-

八

九

一

）

徳

行

諦

集

丙

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

今

川

粛

『

賢

女

脩

身

事

蹟

』

明

治

二

五

年

(

-

八

九

二

）

徳

行

膵

集

丙

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

巌

立

文

助

『

教

硫

史

諌

』

明

治

三

0
年

(

-

八

九

七

）

徳

行

諜

集

乙

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

佐

藤

緑

葉

『

ポ

ケ

ッ

ト

忠

孝

百

話

』

明

治

四

四

年

(

-

九

―

-

）

徳

行

諌

集

丙

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

石

川

弘

『

通

俗

孝

子

伝

』

明

治

四

五

年

(

-

九

―

二

）

徳

行

諦

集

甲

9
9
9
9
9
9
9
,
`
 

森

鵡

外

『

最

後

の

一

句

』

大

正

四

年

(

-

九

一

五

）

小

説

甲

(75) 



人
数
一
類

書

名

五
孝
子
伝

9

9

9

 

の
主
人
公
で
あ
る
子
供
た
ち
に
関
す
る
情
報
の
異
同
よ
り
、
機
械

的
に
い
く
つ
か
の
群
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

先
ず
、
こ
れ
ら
資
料
群
は
、
子
供
の
数
を
三
人
と
す
る
も
の
と

五
人
と
す
る
も
の
と
に
大
別
で
き
る
。
全
て
同
一
の
事
件
を
取
り

扱
い
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
人
数
に
異
同
が
あ
る
の
は
不
可
解
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
『
五
孝
子
伝
』
の
跛
に
相
当
す
る
部

分
に
、

ね
が
ひ
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
は
、
市
ま
き
ふ
た
り
な
り
、
長

太
は
や
し
な
ひ
子
な
り
、
末
ふ
た
り
は
い
は
け
な
し
、
し
か

る
を
五
孝
子
と
し
る
し
た
る
は
い
か
に
と
い
ふ
人
あ
り

と
あ
る
。
『
五
孝
子
伝
』
は
、
当
該
事
件
発
生
後
最
も
早
期
に
文
章

化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
（
注
7
)
、
こ
の
時
点
で
、
願
い
出
の
主
体

を
五
人
と
考
え
る
こ
と
に
疑
義
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
と

ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
考
え
方
の
差
異
が
、
後
に
事
件
主
体
を
三

人
と
記
す
資
料
群
を
発
生
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
（
注
8
)
0

ま
た
、
事
件
主
体
を
五
人
と
す
る
も
の
は
、
年
齢
の
記
述
よ
り

さ
ら
に
細
分
類
が
可
能
で
あ
る
。
長
太
郎
を
最
年
長
と
し
、
長
太

郎
十
七
歳
•
い
ち
十
六
歳
•
ま
き
十
五
歳
•
と
く
九
歳
•
初
五
郎

七
歳
と
す
る
群
と
、
い
ち
を
最
年
長
と
し
、
い
ち
十
六
歳
•
ま
き

十
四
歳
•
長
太
郎
十
二
歳
或
は
年
齢
不
明
・
と
く
八
歳
•
初
五
郎

六
歳
と
す
る
群
と
の
二
群
が
あ
る
（
注
9
)
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を

便
宜
的
に
、
子
供
が
五
人
か
つ
い
ち
が
最
年
長
の
群
を
甲
群
、
子

供
が
五
人
か
つ
長
太
郎
が
最
年
長
の
群
を
乙
群
、
子
供
が
三
人
の

群
を
丙
群
と
名
付
け
る
。

各
群
内
で
は
、
他
に
も
文
章
量
、
記
述
形
式
、
情
報
等
に
高
い

同
一
性
が
見
ら
れ
る
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
、
兄
弟
姉
妹
を

「
五
孝
子
」
と
称
す
る
の
は
甲
群
長
太
郎
年
齢
不
明
群
に
限
ら
れ

る
。
一
家
の
居
住
地
の
表
現
が
、
甲
類
は
「
堀
江
橘
通
」
に
類
す

る
も
の
、
乙
類
は
「
橘
通
四
丁
目
」
に
類
す
る
も
の
、
丙
類
は
「
浪

華
」
に
類
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
父
親
の
屋
号
は
、

乙
類
全
て
と
『
耳
袋
』
を
除
く
丙
類
全
て
が
「
勝
浦
屋
」
に
作
る

の
に
対
し
て
、
甲
類
に
は
「
勝
浦
屋
」
と
す
る
も
の
は
み
ら
れ
な

（ヽ注
l
O
)
0

しに
な
る

さ
ら
に
甲
群
内
部
に
お
い
て
、

の
と
し
な
い
も
の
と
を
区
別
し
、

（
項
目
内
は
発
行
順
）
。

各

人

の

年

齢

下

日

|

1

6

1

4

?

8

6

0

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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9

9

9

9
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9

 

長
太
郎
の
年
齢
を
明
記
す
る
も

表
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
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な
お
、
三
群
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
群
に
よ
る
偏
り
は
み
ら

れ
な
い
（
表
一
参
照
）
。
ま
た
、
甲
群
の
『
一
話
一
言
』
の
著
者
で

あ
る
大
田
南
畝
は
、
乙
群
で
あ
る
『
官
刻
孝
義
録
』
編
纂
者
で
も

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
同
時
期
に
複
数
の
系
統
の
記
録
が
並

立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
他
に
管
見
の
及
ん
で
い
な
い
資
料

五

（丙）
（乙）

（甲）

摂
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名
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図
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屋
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華

の

浦

|
 

（
表
二
）

が
存
在
す
る
可
能
性
は
当
然
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
判
明
し
た
こ
れ

ら
資
料
群
を
用
い
、
次
章
よ
り
、
各
群
内
部
で
の
先
後
関
係
及
び

踏
襲
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
甲
群
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甲
群
七
書
は
、
他
の
二
群
に
比
し
て
文
章
量
が
多
く
記
述
が
詳

細
な
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
た
だ
『
摂
津
名
所
図
会
』
（
巻
四
、
大

坂
部
「
難
波
人
」
）
・
『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』
（
巻
十
三
下
、
「
忠

孝
の
庶
民
」
）
の
記
事
の
み
他
の
五
書
に
比
べ
て
極
端
に
文
章
量
が

少
な
く
、
事
件
の
単
な
る
記
録
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
『
摂
津
名

所
図
会
大
成
』
に
は
、
「
先
板
摂
津
名
所
図
会
に
見
へ
た
り
。
再
び

こ
こ
に
出
す
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
の
両
書
に
は
踏
襲
関
係

が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

有
る
程
度
の
長
さ
を
有
す
る
他
の
五
書
で
は
、
一
見
し
て
『
五

孝
子
伝
』
『
一
話
一
言
』
『
浪
速
人
傑
談
』
の
類
似
性
が
高
い
こ
と

が
見
て
と
ら
れ
る
。
こ
の
三
書
は
、
最
後
部
に
載
す
事
件
の
講
評

を
除
き
、
細
か
な
内
容
や
文
章
表
現
ま
で
か
な
り
の
程
度
一
致
し

て
お
り
、
踏
襲
関
係
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
試
み

に
挙
げ
る
と
、

な
ん
ぢ
ら
が
ね
が
ひ
無
益
の
事
な
り
。
命
か
は
ら
ん
と
い
ふ

も
、
ふ
た
A

び
逢
見
て
な
ど
お
も
ふ
べ
し
、
願
の
ご
と
く
す

と
も
、
ま
づ
な
ん
ぢ
ら
を
そ
め
こ
ろ
し
て
、
さ
て
か
は
ら
す

ベ
け
れ
ば
、
逢
み
ん
こ
と
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
（
『
五
孝
子
伝
』
）

汝
等
が
願
ひ
無
益
の
事
也
、
身
代
り
に
立
ん
と
い
ふ
も
今
一

度
父
に
逢
ん
為
な
る
べ
し
、
願
ひ
の
如
く
な
り
て
も
先
汝
等

を
殺
し
て
後
に
父
を
免
す
べ
き
な
れ
ば
、
逢
ひ
見
ん
事
あ
る

べ
か
ら
ず
（
『
一
話
言
』
）

汝
が
願
ひ
更
に
益
無
き
事
な
り
、
命
に
か
は
ら
ん
と
云
う
も
、

再
会
を
思
ふ
な
る
べ
し
、
願
の
如
く
す
と
も
、
先
汝
等
を
責

さ

て

ゆ

め

ゆ

め

殺
し
て
、
借
か
は
ら
す
べ
け
れ
ば
、
逢
見
ん
事
努
々
有
べ
か

ら
ず
（
『
浪
速
人
傑
談
』
）

の
如
く
で
あ
る
。
先
行
す
る
『
五
子
伝
』
を
、
後
の
資
料
が
文

体
に
多
少
の
改
変
を
加
え
て
収
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
僅
か
な
が
ら
見
ら
れ
る
異
同
に
注
目
す
る
と
、

あ
ね
き
き
て
、
さ
ら
ば
も
の
い
は
ん
と
て
、
耳
も
と
に
よ
り

て
‘
匁
外
凶
戎
謡
は
心
報
以
以
吟
召
3
磁
沿
図
け
翌
村
7
貪
科

7
芯
卦
豆
冨
2
、
今
か
A

る
つ
み
お
か
し
給
ふ
事
、
ひ
と
へ
に

わ
れ
ら
を
世
に
あ
ら
せ
て
な
ど
の
ま
よ
ひ
な
る
べ
し
（
『
五
孝

子
伝
』
）
（
傍
線
引
用
者
以
下
同
じ
）

姉
さ
あ
ら
ば
も
の
云
ん
と
て
耳
元
へ
よ
り
父
の
罪
を
犯
し
給

ふ
も
我
々
を
養
は
ん
た
め
也
（
『
一
話
一
言
』
）

(78) 



‘‘、ノ`、／ヽく

姉
聞
て
、
さ
ら
ば
物
言
は
ん
、
と
て
耳
元
に
よ
り
て
、
父
の

絨

、

今

か

A
マ
マ

る
罪
犯
し
給
ふ
事
、
偏
に
我
等
を
も
世
に
あ
ら
せ
て
な
ぞ

ま
よ
い

の
惑
な
る
べ
し
（
『
浪
速
人
傑
談
』
）

と
あ
り
、
『
一
話
一
言
』
（
巻
四
）
の
み
「
父
の
心
云
云
」

ー
ズ
を
欠
く
。
ま
た
、
以
下
も
同
様
で
あ
る
。

の
フ
レ

誠
に
を
き
め
た
る
あ
り
さ
ま
な
り
、
長
太
い
か
に
と
の

た
ま
ふ
に
、
お
そ
れ
な
が
ら
お
の
れ
ひ
と
り
の
ね
が
ひ
も
か

き
つ
け
候
ぬ
と
て
さ
A

げ
奉
る
（
『
五
孝
子
伝
』
）

さ
て借

又
長
太
郎
は
い
か
に
と
あ
れ
ば
、
乍
恐
私
独
り
の
願
書
有

之
候
と
て
差
出
し
ぬ
（
『
一
話
一
言
』
）

を
村
め
た
る
な
り
、
長
太
郎
は
い
か
に
、
と
宣

恐
な
が
ら
、
己
独
が
願
も
書
付
候
ひ
ぬ
、
と
て
捧
げ

（
『
浪
速
人
傑
談
』
）

三
者
の
関
係
は
、
そ
の
成
立
年
代
か
ら
、
『
五
孝
子
伝
』
『
一
話
一

言
』
『
浪
速
人
傑
談
』
の
順
に
踏
襲
し
た
か
、
『
一
話
一
言
』
『
浪

速
人
傑
談
』
が
そ
れ
ぞ
れ
『
五
孝
子
伝
』
を
踏
襲
し
た
か
に
搾
ら

れ
る
が
、
『
浪
速
人
傑
談
』
と
『
五
孝
子
伝
』
と
の
類
似
性
が
よ
り

高
い
こ
と
か
ら
、
『
浪
速
人
傑
談
』
は
間
に
『
一
話
一
言
』
を
挟
ん

で
お
ら
ず
、
『
一
話
一
言
』
と
『
浪
速
人
傑
談
』
と
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、

独
自
に
『
五
孝
子
伝
』
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
I
l
)
0

残
り
の
『
最
後
の
一
句
』
『
通
俗
孝
子
伝
』
は
事
件
の
内
容
は
先

に
挙
げ
た
五
書
と
等
し
い
も
の
の
、
所
謂
「
小
説
」
の
形
を
採
り
、

文
章
量
が
さ
ら
に
多
く
、
科
白
や
記
述
に
独
自
の
創
作
に
か
か
る

と
考
え
ら
れ
る
要
素
を
多
く
含
む
。
た
め
に
、
二
者
間
で
の
踏
襲

関
係
は
想
定
し
得
な
い
。
た
だ
、
成
立
時
期
か
ら
先
行
す
る
資
料

を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
先
程
と
同
様
の
手
法
を
用
い

て
確
認
す
る
。

紙
幅
の
都
合
上
一
例
の
み
挙
げ
て
示
す
と
、
『
五
孝
子
伝
』
が
「
庭

上
に
は
せ
め
と
は
る
べ
き
た
め
の
道
具
を
か
ざ
り
」
、
『
一
話
一
言
』

が
「
白
洲
に
は
せ
め
と
は
る
べ
き
道
具
を
か
ざ
り
」
に
作
る
箇
所

を
、
『
浪
速
人
傑
談
』
は
具
体
的
に
道
具
名
を
挙
げ
、
「
庭
上
に
は
、

荊
鞭
、
鉄
杖
、
枡
械
、
枷
鎖
を
か
ざ
り
並
べ
」
に
作
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
『
通
俗
孝
子
伝
』
は
、

罪
人
の
責
苦
の
道
具
は
、
数
を
尽
し
て
怖
ろ
し
げ
に
並
べ
て

あ
る
。
あ
の
瞑
外
料
笥
盆
g
で
発
矢
と
頬
を
打
た
れ
た
ら
奈
何

で
あ
ら
う
、
黒
く
油
ぎ
つ
た
瞑
外
編
字
ヽ
背
を
叩
か
れ
た
ら
奈

何
で
あ
ら
う
、
あ
の
太
い
縄
で
両
の
手
を
縛
ら
れ
て
、
高
い
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お
さ
な
く
て
父
を
救
ひ
し
い
さ
お
し
は
千
と
せ
の
後
も
朽
せ

ざ
る
ら
ん

所
へ
部
豆
団
磁
畠

g
g緊
奈
何
で
あ
ら
う
‘
齢
パ
硲
磁
勺
A
殿げ‘

瞑
こ
れ
で
責
ら
れ
た
な
ら
奈
何
で
あ
ら
う
と
、
思
は
ず
身

の
毛
も
よ
だ
つ
や
う
で
あ
る
。

と
あ
り
、
拷
問
道
具
の
種
類
と
叙
述
順
よ
り
『
浪
速
人
傑
談
』
を

踏
ま
え
て
改
作
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
浪
速
人
傑
談
』

は
当
該
記
事
末
尾
に
載
す
講
評
に
、
「
是
を
浪
花
に
於
て
、
元
文
の

五
孝
子
と
称
し
て
、
其
時
の
美
談
と
せ
り
」
と
あ
り
、
続
い
て
、

と
著
者
政
田
義
彦
自
作
の
和
歌
を
載
す
が
、
『
通
俗
孝
子
伝
』
最
後

部
に
は
詠
み
人
「
政
田
義
彦
」
の
名
を
記
し
て
こ
の
和
歌
が
引
か

れ
、
「
元
文
の
五
孝
子
と
し
て
浪
速
に
名
高
か
っ
た
の
は
之
で
あ
る
」

と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
『
通
俗
孝
子
伝
』
は
『
浪
速
人
傑
談
』

を
典
拠
と
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
残
る
『
最
後
の
一
句
』
で
あ
る
が
、
既
に
先
学
に
よ
り
、

『
一
話
一
言
』
が
そ
の
直
接
典
拠
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
指
摘
は
丙
群
の
『
耳
袋
』
『
窓
の
須
佐
美
附
加
』
の
み

と
の
比
較
よ
り
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
甲
群
の
他
の
資
料

と
の
比
較
を
行
な
い
、
通
説
を
確
認
し
て
お
く
。

さ
て
新
七
が
太
郎
兵
衛
に
言
ふ
に
は
、
瞬
脳
科
口
認

5
T勾
虞

眼
好
召
盈
『
巧
芍
邸
絞
。
残
っ
た
積
み
荷
を
売
つ
た
此
金
は
、

も
う
米
主
に
返
す
に
は
及
ぶ
ま
い
（
『
最
後
の
句
』
）

と
作
る
の
に
対
し
て
、
『
最
後
の
一
句
』
に
は
、

『
最
後
の
句
』
に
お
い
て
独
自
の
創
作
を
含
ま
ず
、
ほ
ぼ
原

拠
の
通
り
に
記
述
す
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
に
関
し
て
一
例
を
挙

げ
る
。
例
え
ば
、
前
三
書
が
、

太
郎
兵
衛
に
む
か
ひ
て
、
罪
お
そ
ろ
し
け
れ
ど
、
か
く
は
か

ら
ひ
ぬ
と
て
、
金
そ
こ
ば
く
と
り
出
で
、
こ
れ
お
さ
め
い
れ

よ
と
い
ふ
（
『
五
孝
子
伝
』
）

太
郎
兵
衛
が
許
に
至
り
、
罪
憚
し
け
れ
ど
か
く
計
ひ
ぬ
、
と

金
許
多
く
取
出
て
、
是
納
め
い
れ
よ
、
と
云
（
『
浪
速
人
傑
談
』
）
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と
あ
り
、
『
一
言
一
話
』
の
独
自
要
素
を
継
承
し
て
い
る
な
ど
類
似

性
が
高
い
。
こ
れ
ら
よ
り
、
通
説
ど
お
り
『
一
言
一
話
』
に
依
っ

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
通
説
の
他
に
、
乙
群
の
『
近

世
孝
子
伝
』
を
そ
の
原
拠
と
す
る
意
見
も
存
在
す
る
が
、
情
報
量
・

情
報
内
容
•
長
さ
・
文
章
表
記
な
ど
の
点
か
ら
従
い
が
た
い
（
注
1
2
)
0

こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
り
、
甲
群
に
は
、
①
『
摂
津
名
所
図
会
』

↓
『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』
、
②
『
五
孝
子
伝
』
↓
（
『
梅
園
雑
話
』
）

↓
『
浪
速
人
傑
談
』
↓
『
通
俗
孝
子
伝
』
、
③
『
五
孝
子
伝
』
↓
『
一

話
一
言
』
↓
『
最
後
の
一
句
』
の
三
つ
の
踏
襲
課
程
が
想
定
で
き

る
。
こ
の
う
ち
、
『
一
話
一
言
』
『
浪
速
人
傑
談
』
は
、
明
ら
か
に

『
五
孝
子
伝
』
を
踏
襲
し
た
も
の
だ
が
、
『
浪
速
人
傑
談
』
が
、
文

体
ま
で
ほ
ぼ
『
五
孝
子
伝
』
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
に
対
し
て
（
注
13)
、

③
の
系
統
に
は
幾
ら
か
の
設
定
の
改
変
が
見
ら
れ
る
。
②
の
系
統

が
長
太
郎
の
年
齢
を
記
さ
な
い
の
に
対
し
て
、
長
太
郎
の
年
齢
が

十
二
歳
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
注
14)
、
ま
た
、
②
が
兄
弟
を
「
五

孝
子
」
と
称
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
名
称
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
（
表
二
参
照
）
。

こ
の
相
違
点
か
ら
①
の
典
拠
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
る
と
、
長

太
郎
の
年
齢
を
「
年
不
知
」
に
作
り
、
ま
た
兄
弟
を
「
こ
れ
を
元

文
の
五
孝
子
と
賞
す
」
と
称
す
る
な
ど
、
②
と
の
類
似
性
が
や
や

高
い
。
よ
っ
て
作
成
年
代
か
ら
、
『
摂
津
名
所
図
会
』
は
『
五
孝
子

伝
』
を
参
照
し
た
も
の
と
ひ
と
ま
ず
考
え
得
る
。
以
上
を
図
に
ま

一
）
『
摂
津
名
所
図
会
』
↓
『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』

『
五
孝
子
伝
』
ー
↓
（
『
梅
園
雑
話
』
）
↓
『
浪
速
人
傑
談
』
↓
『
通
俗

孝
子
伝
』

r『
一
話
ニ
―
―
E

』
↓
『
最
後
の
一
句
』

※
太
線
は
直
接
の
依
拠
関
係
を
、
細
線
は
参
照
関
係
を
示
す

畢
覚
、
甲
群
の
資
料
は
、
全
て
『
五
孝
子
伝
』
を
元
に
踏
襲
作

成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
摂
津
名
所
図
会
』
は
そ
の
内
容

が
節
略
さ
れ
、
『
浪
速
人
傑
談
』
は
ほ
ぼ
改
変
が
見
ら
れ
ず
、
『
一

話
一
言
』
に
は
い
く
ら
か
の
改
変
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
『
浪

速
人
傑
談
』
を
基
に
『
通
俗
孝
子
伝
』
が
、
『
一
話
一
言
』
を
基
に

『
最
後
の
一
句
』
が
、
多
分
に
創
作
を
加
え
、
小
説
と
し
て
作
成

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
、
乙
群

乙
群
は
甲
群
と
は
兄
弟
の
構
成
が
異
な
り
、
全
て
長
太
郎
を
十

七
歳
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
標
題
が
、
「
大
坂
ノ
長
太
郎
」
（
『
和

漢
孝
義
録
』
）
、
「
勝
浦
屋
長
太
郎
兄
弟
五
人
」
（
『
教
鮪
史
諏
』
）
、
「
政

太
郎
」
の
項
の
附
録
（
『
近
世
孝
子
伝
』
）
と
さ
れ
、
長
太
郎
を
当

と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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五
人
の
も
の
町
奉
行
所
に
打
つ
れ
ゆ
き
て
、
我
々
五
人
の
命

該
事
件
の
中
心
人
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
乙
群
は
『
官
刻
孝
義

録
』
『
近
世
孝
子
伝
』
『
和
漢
孝
義
録
』
『
教
鏑
史
證
』
の
順
に
成
立

し
て
い
る
が
、
そ
の
踏
襲
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
官
刻
孝
義
録
』
『
和

漢
孝
義
録
』
『
教
箇
史
諌
』
は
文
章
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
ま
た

『
教
硫
史
諄
』
に
は
『
官
刻
孝
義
録
』
（
摂
津
国
）
の
引
用
で
あ
る

と
の
明
記
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
『
教
賦
史
諌
』
は
『
和
漢
孝
義
録
』

を
介
さ
ず
『
官
刻
孝
義
録
』
を
踏
襲
し
て
い
る
、
つ
ま
り
『
和
漢

孝
義
録
』
『
教
競
史
諜
』
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
最
も
早
期
に
成
立
し

た
『
官
刻
孝
義
録
』
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
『
近
世
孝
子
伝
』
は
『
官
刻
孝
義
録
』
の
次
に
成
立
し
て

い
る
が
、
内
容
は
ほ
ぼ
他
三
書
に
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
『
官
刻

孝
義
録
』
に
「
長
太
郎
は
養
子
に
て
家
名
を
淡
路
屋
と
い
ふ
、
妹

の
と
く
を
具
し
て
お
な
し
所
六
町
目
に
す
み
け
り
」
と
あ
り
、
『
和

漢
孝
義
録
』
『
教
脇
史
諄
』
も
同
様
の
記
述
を
有
す
る
の
に
対
し
、

『
近
世
孝
子
伝
』
の
み
「
淡
路
屋
」
「
別
居
」
の
情
報
が
見
ら
れ
な

い
な
ど
、
他
の
三
書
に
比
し
て
や
や
独
立
性
が
高
い
。
『
官
刻
孝
義

録
』
『
近
世
孝
子
伝
』
間
よ
り
『
官
刻
孝
義
録
』
『
和
漢
孝
義
録
』

間
の
方
が
類
似
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
『
和
漢
孝
義
録
』
『
教
競
史

諄
』
が
『
近
世
孝
子
伝
』
を
襲
っ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
一

例
を
挙
げ
て
示
す
。

l

)

『
近
世
孝
子
伝
』

『
官
刻
孝
義
録
』
『
和
漠
孝
義
録
』

r『
教
暁
史
諌
』

を
召
し
て
父
が
罪
ゆ
る
さ
せ
給
へ
と
い
ひ
出
け
る
さ
ま
孝
心

の
誠
世
に
た
く
ひ
な
く
見
え
し
か
は
（
『
官
刻
孝
義
録
』
）

五
人
の
も
の
町
奉
行
所
に
打
つ
れ
ゆ
き
て
、
我
々
五
人
の
命

を
召
し
て
父
が
罪
ゆ
る
さ
せ
給
へ
と
い
ひ
出
け
る
さ
ま
孝
心

の
誠
世
に
た
く
ひ
な
く
見
え
し
か
は
（
『
和
漢
孝
義
録
』
）

五
人
ノ
者
町
奉
行
所
二
打
連
レ
ユ
キ
テ
我
々
五
人
ノ
命
ヲ
メ

シ
テ
父
ガ
罪
ユ
ル
サ
セ
給
ヘ
ト
イ
ヒ
出
ケ
ル
サ
マ
孝
心
ノ
誠

世
ニ
タ
グ
ヒ
ナ
ク
見
ェ
シ
カ
バ
（
『
教
鏑
史
證
』
）

五
人
の
児
等
町
奉
行
の
庁
に
詣
り
哀
訴
し
て
五
人
の
命
を
さ

A

げ
も
て
父
の
死
を
贖
は
ん
こ
と
を
か
た
＜
請
ひ
け
れ
ば

（
『
近
世
孝
子
伝
』
）

よ
っ
て
、
『
官
刻
孝
義
録
』
以
外
の
三
者
間
に
は
踏
襲
関
係
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
『
官
刻
孝
義
録
』
を
襲
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
以
上
を
図
に
示
す
。

(82) 



丙
群
は
五
冊
の
資
料
を
有
す
る
が
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
、
『
修

身
事
蹟
』
『
賢
女
脩
身
事
蹟
』
『
ポ
ケ
ッ
ト
忠
孝
百
話
』
の
文
章
は

ほ
ぼ
一
致
し
、
特
に
『
修
身
事
蹟
』
『
賢
女
脩
身
事
蹟
』
は
標
題
が

そ
れ
ぞ
れ
「
勝
浦
屋
太
郎
兵
衛
の
娘
」
「
勝
浦
屋
太
郎
兵
衛
ノ
娘
」

と
同
一
で
あ
り
、
ま
た
全
く
同
じ
挿
絵
を
用
い
て
い
る
な
ど
明
ら

か
な
踏
襲
関
係
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
は
、

胃
深
く
其
心
に
感
じ
た
れ
ど
も
、
此
幼
少
の
者
に
し
て
、

斯
る
こ
と
に
心
付
と
は
瞑
帆
ば
点
磁
忠
咬

g災
‘
誰
か
教
べ
し

も
の
な
ら
ん
と
て
（
『
修
身
事
蹟
』
）

炭
深
く
其
孝
心
を
感
ず
と
雖
ど
も
、
幼
少
の
者
の
心
付

所
に
あ
ら
ず
、
誰
か
教
べ
し
も
の
な
ら
ん
と
（
『
賢
女
脩
身
事

蹟』）
之
を
聞
て
耶
齢
袷
『
は
深
く
其
孝
心
に
感
じ
ま
し
た
が
、
而
し

此
の
年
少
の
者
共
が
斯
る
事
柄
に
心
付
と
は
邸
両
戌
g
円
双
~

毀
召
級
球
‘
何
で
も
誰
か
が
教
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
（
『
ポ
ケ

ッ
ト
忠
孝
百
話
』
）

四
、
丙
群

と
あ
る
よ
う
に
、
『
ポ
ケ
ッ
ト
忠
孝
百
話
』
と
『
修
身
事
蹟
』
と
の

類
似
性
が
や
や
高
い
。
ま
た
、
冒
頭
二
文
の
順
序
も
『
修
身
事
蹟
』

に
等
し
く
『
賢
女
脩
身
事
蹟
』
と
に
異
同
が
み
ら
れ
る
。
三
者
の

成
立
順
は
、
『
修
身
事
蹟
』
『
賢
女
脩
身
事
蹟
』
『
ポ
ケ
ッ
ト
忠
孝

百
話
』
で
あ
る
か
ら
、
『
ポ
ケ
ッ
ト
忠
孝
百
話
』
は
『
修
身
事
蹟
』

に
依
拠
し
た
上
で
多
少
文
章
を
改
変
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

上
述
三
書
が
兄
弟
の
名
は
示
す
が
年
齢
を
示
さ
な
い
の
に
対
し

て
、
『
耳
袋
』
は
名
を
示
さ
ず
「
惣
領
は
娘
に
て
十
三
四
、
そ
れ
よ

り
九
つ
八
つ
ば
か
り
の
小
児
ど
も
」
と
他
群
に
も
見
ら
れ
な
い
独

自
の
年
齢
を
設
定
す
る
。
ま
た
、
当
該
事
件
を
「
享
保
の
こ
ろ
」

と
し
、
他
資
料
が
一
日
と
す
る
嘆
願
を
「
日
々
牢
屋
門
前
に
到
り

て
」
と
す
る
な
ど
、
全
編
に
渉
っ
て
情
報
の
独
自
性
が
高
い
。

『
窓
の
須
佐
美
追
加
』
も
文
章
の
独
立
性
が
高
く
、
ま
た
「
そ

の
子
長
太
郎
十
二
歳
む
す
め
市
十
五
歳
ま
き
同
年
」
と
し
て
お
り
、

独
自
の
年
齢
設
定
を
有
す
る
。
た
だ
、
部
記
述
に
先
に
挙
げ
た

一
書
と
似
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。

三
児
の
思
ひ
入
た
る
け
し
き
、
此
事
か
な
は
ず
は
、

水
に
も
入
ぬ
へ
く
見
て
、
（
『
窓
の
須
佐
美
追
加
』
）

火
に
も
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三
人
と
も
決
心
面
に
現
は
れ
、
若
し
許
さ
れ
ざ
れ
バ
、
水
に

入
り
て
死
せ
ん
と
す
る
気
色
な
り
し
か
ば
（
『
修
身
事
蹟
』
）

然
る
に
三
人
と
も
決
心
面
に
現
は
れ
若
し
聴
か
れ
ざ
れ
ば
、

水
に
も
入
り
て
死
せ
ん
と
す
（
『
賢
女
脩
身
事
蹟
』
）

人
の
決
心
は
堅
く
面
に
現
れ
、
此
事
が
御
聞
入
れ
な
け
れ

ば
、
元
よ
り
生
て
る
甲
斐
な
け
れ
ば
、
海
に
身
を
投
げ
て
死

で
了
と
て
聞
入
れ
ま
せ
ん
（
『
ポ
ケ
ッ
ト
忠
孝
百
話
』
）

こ
の
「
訴
え
が
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
入
水
す
る
と
い
う
気
迫
」

に
類
す
る
記
述
は
、
甲
類
乙
類
の
全
て
及
び
『
耳
袋
』
に
は
見
ら

れ
な
い
。
『
窓
の
須
佐
美
追
加
』
と
他
の
三
書
と
の
間
に
は
、
直
接

の
踏
襲
関
係
は
見
え
な
い
が
、
『
修
身
事
蹟
』
と
の
間
に
参
考
程
度

の
関
係
を
持
つ
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。
本
節
の

結
論
を
図
に
ま
と
め
る
。

『
耳
袋
』
（
独
立
）

『
賢
女
脩
身
事
蹟
』

『
窓
の
須
佐
美
追
加
』
が
『
修
身
事
蹟
』

L
『
ポ
ケ
ッ
ト
忠
孝
百
話
』

五
、
資
料
の
踏
襲
関
係
か
ら
み
た
『
最
後
の
一
句
』
解
釈

本
節
で
は
、
上
で
明
ら
か
と
な
っ
た
踏
襲
関
係
を
踏
ま
え
、
『
最

後
の
一
句
』
解
釈
に
つ
い
て
些
か
の
私
見
を
述
べ
た
い
。
こ
れ
ま

で
『
最
後
の
一
句
』
研
究
の
一
手
段
と
し
て
、
直
接
原
拠
で
あ
る

『
一
話
一
言
』
と
比
較
し
、
原
拠
改
変
の
有
無
や
改
変
内
容
か
ら
、

鴎
外
の
独
自
性
を
導
き
出
す
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
『
五
孝
子
伝
』
と
『
一
話
一
言
』
と
の
同
一
性
は
非
常
に

高
く
、
『
一
話
一
言
』
は
細
部
を
除
き
、
ほ
ぼ
『
五
孝
子
伝
』
を
踏

襲
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
（
注
15)°

踏
襲
関
係
の
存
在
が
明
ら
か

と
な
っ
た
以
上
、
そ
の
取
り
扱
い
に
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
必

要
が
生
ず
る
。

た
と
え
ば
『
一
話
一
言
』
の
当
該
記
事
「
元
文
三
午
年
大
坂
堀

江
橋
近
辺
か
つ
ら
や
太
郎
兵
衛
事
」
に
つ
い
て
は
、
「
同
記
事
は
、

マ
マ

町
役
人
金
屋
某
の
筆
記
を
元
文
三
年
三
月
二
十
三
日
に
大
田
南
畝

茄
借
り
て
写
し
だ
も
の
と
い
う
」
（
『
森
鵬
外
全
集
』
第
三
巻
、
筑

摩
書
房
、
昭
和
三
七
年
、
尾
方
仇
氏
注
）
な
ど
と
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
根
拠
と
な
る
『
一
話
一
言
』
に
見
え
る
記
述
、

右
之
趣
其
町
の
役
人
金
屋
何
某
の
書
記
し
た
る
を
乞
求
め
て

元
文
四
未
年
三
月
廿
三
日
に
写
し
畢
り
ぬ
（
『
一
話
一
言
』
）
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こ
の
も
の
が
た
り
は
、
其
町
を
さ
金
や
な
に
が
し
が
書
き
っ

け
た
る
も
見
、
人
に
語
た
る
も
き
A

、
お
ほ
や
け
に
て
見
聞

し
た
る
な
ど
い
ふ
よ
り
も
っ
た
へ
て
し
る
し
ぬ
…
…
。
／
元

文
己
未
の
と
し
三
月
廿
三
日
／
誠
之
し
る
す
（
『
五
孝
子
伝
』
）

と
あ
る
。

作
品
全
体
の
類
似
性
か
ら
、
両
者
に
踏
襲
関
係
が
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
し
、
「
誠
之
し
る
す
」
と
の
署
名
を
有
す
る
こ
と
か

ら
、
『
五
孝
子
伝
』
が
「
金
や
な
に
が
し
が
書
き
つ
け
た
る
」
「
人

に
語
た
る
」
「
お
ほ
や
け
に
て
見
聞
し
た
る
な
ど
い
ふ
」
な
ど
を
元

に
し
た
中
井
梵
惹
（
誠
之
）
の
著
作
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

（
注
1
6
)
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
金
や
な
に
が
し
」
の
「
書
き
つ
け
」
自

身
に
「
金
や
な
に
が
し
…
…
っ
た
へ
て
し
る
し
ぬ
」
な
ど
と
い

う
文
句
が
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
当
該
部
は
完
全
に
梵
i

奄
の
手

に
な
る
文
章
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
右
の
一
条
を
有
す
る
『
一
話

一
言
』
が
、
「
金
や
な
に
が
し
」
の
「
書
き
つ
け
」
な
ど
他
の
資
料

を
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
『
五
孝
子
伝
』
を
筆
写
改
変
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
一
話
一
言
』
の
「
写
し
畢
り
ぬ
」
と
い
う
当
該
箇
所

自
身
も
『
五
孝
子
伝
』
を
筆
写
改
変
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
金
屋
某

は
、
『
五
孝
子
伝
』
に
、

の
筆
記
」
を
元
に
「
借
り
て
写
し
た
」
の
は
饒
i

奄
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
『
一
話
一
言
』
の
著
者
で
あ
る
大
田
南
畝
は
寛
延
二
斤

（
一
七
四
九
）
生
ま
れ
で
あ
り
、
元
文
四
年
(
-
七
三
八
）
に
筆

写
す
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
。

ま
た
、
山
崎
一
穎
氏
は
『
一
話
一
言
』
に
つ
い
て
、
「
記
録
者
役

人
金
屋
某
は
…
…
奉
行
所
の
温
情
あ
る
処
置
を
賞
讃
し
て
い
る
。

…
…
総
じ
て
、
記
録
者
が
役
人
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
自
ら
の
立

場
に
添
う
形
で
、
奉
行
所
側
の
厚
き
温
情
が
表
出
さ
れ
、
政
道
の

正
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
」
（
山
崎
氏
前
掲
論
文
）
と
す
る
が
、

金
屋
何
某
を
「
役
人
」
と
し
、
そ
の
記
録
物
を
筆
写
し
た
か
の
よ

う
に
記
す
の
は
南
畝
に
よ
る
改
変
で
あ
り
、
『
一
話
一
言
』
の
記
す

中
身
の
大
元
は
、
「
町
を
さ
」
で
あ
る
「
金
や
な
に
が
し
」
の
書
記

で
あ
る
。
記
録
者
が
「
町
を
さ
」
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
に
「
役
人
」

の
立
場
が
見
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
よ
し
ん
ば
「
奉
行
所
側
の
厚

き
温
情
」
や
「
政
道
の
正
し
さ
」
の
「
表
出
」
「
強
調
」
が
見
ら
れ

る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
を
「
役
人
」
が
「
自
ら
の
立

場
に
添
う
形
」
で
記
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
他
、
子
供
達
の
尋
問
に
関
し
て
、
『
最
後
の
一
句
』
に
「
町

年
寄
五
人
に
桂
屋
太
郎
兵
衛
が
子
供
を
召
し
連
れ
て
出
さ
せ
る
こ

と
に
し
た
」
と
あ
り
、
尾
形
氏
は
こ
れ
に
注
し
て
、
「
『
一
話
一
言
』

に
〈
町
の
年
寄
五
人
の
者
〉
と
あ
る
の
に
よ
っ
た
も
の
」
と
し
つ

つ
、
「
た
だ
し
、
大
阪
の
町
年
寄
は
一
町
一
人
が
原
則
で
、
原
文
は
、
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町
の
年
寄
五
人
の
者
召
つ
れ
召
出
べ
し
と
披
仰
付
故
、
皆
々

召
連
れ
出
候
慮
（
『
一
話
一
言
』
）

と
な
る
。
『
五
孝
子
伝
』
に
は
「
五
人
の
も
の
を
」
と
、
目
的
語

(II

動
作
・
作
用
が
直
接
に
及
ぶ
対
象
）
を
示
す
格
助
詞
「
を
」
が
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
五
人
の
者
」
が
目
的
語
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
『
一
話
一
言
』
の
他
の

箇
所
に
「
町
年
寄
へ
下
知
あ
り
て
、
明
日
五
人
の
も
の
を
召
連
出

べ
し
と
被
仰
付
た
り
」
な
ど
の
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
鴎
外
の
理
解
が
「
町
年
寄
五
人
」
お
よ
び
「
町
年
寄
、

五
人
組
」
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
『
最
後
の
一
句
』
の
「
町

年
寄
五
人
」
を
主
語
と
す
る
記
述
は
、
『
一
話
一
言
』
の
記
述
「
町

町
を
さ
詔
バ
政
料
汲
吟
つ
れ
て
出
る
に
（
『
五
孝
子
伝
』
）

町
年
寄
お
よ
び
町
内
五
人
組
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る
」
（
尾
形
氏

前
掲
注
釈
十
七
）
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
山
崎
氏
は
、
「
町
年

寄
五
人
に
」
「
町
年
寄
五
人
が
来
た
」
（
『
最
後
の
一
句
』
）
を
引
き
、

「
鴎
外
が
「
町
年
寄
五
人
」
と
理
解
し
て
い
た
か
、
「
町
年
寄
、
五

人
組
」
と
理
解
し
て
い
た
か
判
然
と
し
な
い
」
（
山
崎
氏
前
掲
論
文
）

と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
箇
所
を
『
一
話
一
言
』
の
原
拠
で

あ
る
『
五
孝
子
伝
』
の
当
該
箇
所
と
比
較
す
る
と
、

の
年
寄
（
は
）
五
人
の
者
（
を
）
召
つ
れ
召
出
べ
し
」
を
「
町
の

年
寄
五
人
の
者
（
は
）
召
つ
れ
召
出
べ
し
」
と
誤
読
し
た
結
果
と

い
え
よ
う
。

ま
た
、
今
回
調
査
の
及
ん
だ
他
の
関
連
文
献
と
の
比
較
よ
り
、

『
最
後
の
一
句
』
の
表
現
の
独
自
性
に
つ
い
て
再
度
の
検
討
を
必

要
と
さ
れ
る
部
分
も
で
て
こ
よ
う
。

例
え
ば
、
海
難
詐
称
事
件
に
関
し
て
、
『
一
話
一
言
』
で
は
太
郎

兵
衛
は
新
七
と
共
謀
し
て
自
身
が
積
極
的
に
隠
蔽
工
作
を
行
な
う

が
、
鵡
外
は
「
そ
れ
ま
で
正
直
に
営
業
し
て
い
た
」
が
「
ふ
と
良

心
の
鏡
が
曇
っ
て
、
そ
の
金
を
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
の

表
現
を
加
え
、
事
後
共
犯
と
改
変
す
る
。
ま
た
太
郎
兵
衛
の
罪
状

に
つ
い
て
も
、
『
一
話
一
言
』
の
「
今
は
新
七
代
り
と
し
て
太
郎
兵

衛
罪
科
極
」
を
改
変
し
て
、
「
身
代
わ
り
」
を
示
す
記
述
を
使
用
し

な
い
。
こ
れ
ま
で
こ
の
改
変
は
鴎
外
の
著
作
意
図
を
示
す
も
の
と

考
え
ら
れ
、
勝
倉
寿
一
氏
は
、
「
典
拠
史
料
が
共
謀
の
積
極
的
な
意

志
を
有
す
る
太
郎
兵
衛
を
新
七
の
身
代
わ
り
の
位
置
に
据
え
て
減

刑
の
可
能
性
を
与
え
、
い
ち
の
身
代
わ
り
を
権
威
が
容
認
し
得
る

余
地
と
、
孝
心
を
顕
賞
し
て
「
道
あ
る
御
代
の
御
恵
み
」
を
示
す

人
心
収
擦
策
へ
の
配
慮
を
加
え
た
の
に
対
し
、
鴎
外
は
、
正
直
者

の
過
ち
に
証
拠
だ
け
が
死
命
を
制
す
る
太
郎
兵
衛
の
悲
劇
的
運
命

と
、
共
謀
関
係
と
誤
認
し
た
に
等
し
い
権
威
の
苛
酷
な
処
分
を
強

調
」
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
改
変
が
「
孝
女
賛
美
を
権
力
批
判
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に
変
え
た
作
者
の
構
想
」
（
「
森
鴎
外
『
最
後
の
一
句
』
私
見
」
『
文

芸
研
究
』
第
九
九
集
、
昭
和
五
七
年
）
を
表
す
も
の
と
捉
え
る
。

し
か
し
、
孝
を
賛
美
し
「
嗚
呼
、
仁
政
の
有
り
難
さ
よ
」
な
ど

と
し
て
「
道
あ
る
御
代
の
御
恵
み
」
を
称
え
る
『
通
俗
孝
子
伝
』

に
お
い
て
も
、
隠
蔽
工
作
に
関
し
て
は
、

新
七
は
問
屋
が
許
へ
届
け
る
筈
の
米
は
其
侭
売
飛
ば
し
て
、

水
船
を
牽
い
て
浪
速
へ
帰
つ
て
き
た
。
•
•
…
•
日
頃
は
正
直
な

太
郎
兵
衛
だ
が
、
山
吹
の
花
の
盛
り
を
石
ぜ
つ
げ
ら
九
で
は
、

と
う
と
う
欲
に
ひ
か
さ
れ
て
、

と
あ
り
、
太
郎
兵
衛
の
「
積
極
的
な
意
志
」
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
太
郎
兵
衛
の
罪
状
に
関
し
て
も
、
高
札
の
内
容
と
し
て
、

居
船
頭
新
七
太
郎
兵
衛
こ
と
、
沖
船
頭
新
七
と
申
す
者
と
同

腹
い
た
し
‘
:
・
…
両
名
召
捕
り
の
上
、
屹
度
相
罰
す
べ
き
の

所
、
…
…
先
づ
科
分
明
な
る
太
郎
兵
衛
を
処
罰
し
、
来
二
十

五
日
に
斬
罪
に
行
ひ
、
其
罪
状
を
訊
さ
れ
候
も
の
也

と
あ
り
、
「
身
代
わ
り
」
を
示
す
記
述
を
使
用
し
て
お
ら
ず
、
鵡
外

の
改
変
と
ほ
ぼ
等
し
い
と
い
え
る
。
権
力
批
判
の
要
素
を
全
く
持

た
な
い
『
通
俗
孝
子
伝
』
が
同
様
の
改
変
を
行
な
う
以
上
、
こ
の

改
変
に
「
孝
女
賛
美
を
権
力
批
判
に
変
え
た
作
者
の
構
想
」
を
読

込
む
こ
と
は
で
き
ま
い
。
単
に
、
正
直
者
の
出
来
心
と
す
る
方
が
、

太
郎
兵
衛
ひ
い
て
は
い
ち
へ
の
読
者
の
共
感
を
生
み
や
す
い
と
い

う
、
物
語
構
成
上
の
都
合
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
他
の
関
連
文
献
の
存
在
よ
り
、
史
実
と
し
て
の
当
該

事
件
が
人
々
に
い
か
に
受
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
が
判
明
し
た
。

川
村
湊
氏
は
、
「
城
代
も
両
奉
行
も
い
ち
を
「
変
な
小
娘
だ
」
と

感
じ
て
、
そ
の
感
じ
に
は
物
で
も
憑
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
迷
信
さ
え
加
わ
っ
た
の
で
、
孝
女
に
対
す
る
同
情
は
薄
か
っ

た
」
（
『
最
後
の
一
句
』
）
を
引
い
て
、
「
つ
ま
り
、
「
い
ち
」
の
行

動
は
常
識
的
に
は
“
孝
女
”
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
が
、
周
囲
の
人
間
は
そ
れ
を
「
物
で
も
憑
い
て
い

る
の
で
は
な
い
か
」
と
逆
に
不
審
、
不
安
に
思
っ
た
と
い
う
こ
と

な
の
だ
。
子
供
心
に
父
親
を
助
け
た
い
一
心
に
お
奉
行
さ
ま
に
身

代
わ
り
を
訴
え
出
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
“
孝

女
”
“
孝
子
”
と
し
て
大
坂
の
話
題
を
櫻
い
、
同
情
の
涙
を
誘
っ
た

だ
ろ
う
。
現
代
で
も
そ
う
だ
が
、
江
戸
時
代
の
歌
舞
伎
に
は
、
子

役
に
よ
る
お
涙
頂
戴
の
シ
ー
ン
は
、
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
の

で
あ
る
」
（
「
解
説
」
『
高
瀬
舟
』
、
集
英
社
、
一
九
九
二
年
）
と
す

る
。
し
か
し
、
上
で
示
し
た
よ
う
に
、
い
ち
ら
兄
弟
姉
妹
は
、
『
最

後
の
一
句
』
に
至
る
ま
で
に
、
少
な
く
と
も
十
五
種
に
も
及
ぶ
評

伝
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
之
を
元
文
の
五
孝
子
と
賞
す
」
（
『
摂
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津
名
所
図
会
』
・
『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』
）
・
「
元
文
の
五
子
と

て
浪
速
に
名
高
か
っ
た
の
は
之
で
あ
る
」
（
『
通
俗
孝
子
伝
』
）
な

ど
と
あ
る
通
り
、
「
元
文
の
五
孝
子
」
と
称
さ
れ
賞
賛
さ
れ
て
い
る

（注

17)°

さ
ら
に
は
『
官
刻
孝
義
録
』
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
お
上
か
ら
公
的
に
孝
行
に
対
す
る
褒
賞
も

受
け
て
お
り
、
十
分
に
「
大
坂
の
話
題
を
櫻
っ
て
」
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
当
該
箇
所
は
城
代
と
両
奉
行
と
の
心
証
に
関
す
る
記
述

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
「
周
囲
の
人
間
」
の
反
応
で
は
な
い
。
ま

た
、
城
代
と
両
奉
行
と
の
心
証
自
体
鵡
外
の
創
作
で
あ
り
、
少
な

く
と
も
史
実
に
表
れ
た
周
囲
の
反
応
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

『
最
後
の
一
句
』
の
「
孝
女
に
対
す
る
同
情
は
薄
か
っ
た
が
」
な

る
記
述
を
も
と
に
、
城
代
や
奉
行
の
心
情
を
越
え
て
、
鵡
外
の
言

及
し
な
い
「
周
囲
」
「
大
坂
」
の
反
応
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
、
慎

重
な
配
慮
が
必
要
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

本
稿
で
は
『
最
後
の
一
句
』
ま
で
を
取
り
上
げ
た
が
、
以
後
も

関
係
資
料
の
増
加
は
続
い
て
い
る
。
大
正
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た

物
集
高
見
氏
編
『
忠
孝
譜
』
に
は
乙
群
系
の
話
が
収
録
さ
れ
て
お

り
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
大
阪
府
学
務
部
編
の
女
子
用
修
身
書
と

し
て
所
謂
「
婦
徳
」
を
称
揚
す
る
目
的
で
記
さ
れ
た
『
女
子
鑑
』

お
わ
り
に

に
は
、
「
浪
速
の
五
孝
子
」
と
題
し
て
『
最
後
の
一
句
』
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
『
女
子
鑑
』
の
編
者
に
と
っ
て
は
、
『
最
後
の
一
句
』

も
孝
行
諄
の
一
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

鴎
外
に
と
っ
て
、
『
最
後
の
一
句
』
が
単
な
る
孝
行
靡
で
は
な
い

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
孝
行
諌
集
で
あ
る
『
古
今
孝
子

録
』
（
通
俗
教
育
普
及
会
編
、
通
俗
教
育
普
及
会
出
版
局
、
大
正

年
）
に
序
を
寄
せ
て
、

（
引
用
者
注
…
…
曽
我
兄
弟
の
話
な
ど
は
）
追
々
筆
を
入
れ

て
努
て
正
確
な
伝
説
に
近
づ
か
し
む
る
や
う
に
し
て
貰
い
た

い
…
…
正
し
い
筋
の
伝
説
を
家
庭
家
庭
に
入
り
込
ま
せ
た
い

と
云
ふ
情
が
、
愈
切
に
な
る
の
は
、
無
理
の
な
い
で
は
あ

る
ま
い
か
。

と
し
て
い
る
。
小
説
で
あ
る
『
最
後
の
一
が
原
拠
と
大
き
く

主
題
を
転
換
さ
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
孝
行
諦
に
関
し
て
は
「
努

て
正
確
な
伝
説
に
近
づ
か
し
む
る
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
主
張
に
鑑
み
れ
ば
、
『
女
子
鑑
』
が
当
該
事
件
を
孝
行
諏

と
し
て
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、
大
元
の
『
五
孝
子
伝
』
を
載
せ
る
べ

き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
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路
屋

所
同
所

所
橘
通
四
町
目

同
支
配
所
同
所

者

同

支

配

所

同

所

刻
孝
義
録
』
「
摂
津
国
」
）

(
2
)
山
崎
一
穎
氏
「
『
最
後
の
一
句
』
論
孜
」
（
『
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
）

国
文
学
科
報
』
第
一
八
号
、
平
成
二
年
）
等
参
照
。

(
3
)

長
谷
川
泉
氏
「
最
後
の
一
句
」
（
『
森
鵜
外
論
考
』
明
治
書
院
、
昭

和
三
七
年
）

(
4
)
中
井
梵
症
『
五
孝
子
伝
』
の
底
本
と
し
て
『
懐
徳
堂
五
種
』
（
西
村

時
彦
編
、
松
村
文
海
堂
、
明
治
四
四
年
）
、
松
崎
党
臣
『
窓
の
須
佐
美

追
加
』
の
底
本
と
し
て
『
近
古
文
芸
温
知
叢
書
』
第
七
編
（
博
文
館
、

一
八
九
一
年
）
、
『
耳
袋
』
の
底
本
と
し
て
『
耳
袋
』
（
東
洋
文
庫
二

O

七
・
ニ

0
八
、
根
岸
鎖
衛
著
、
鈴
木
棠
三
編
注
、
平
凡
社
、
一
九
七

二
年
）
、
『
摂
津
名
所
図
会
』
の
底
本
と
し
て
『
摂
津
名
所
図
会
』
（
『
名

所
図
会
叢
刊
』
三
•
四
·
五
、
秋
里
緬
島
著
、
竹
原
春
朝
斎
他
画
、

新
典
社
、
一
九
八
四
年
）
、
『
官
刻
孝
義
録
』
の
底
本
と
し
て
『
官
刻

孝
義
録
』
（
菅
野
則
子
校
訂
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
）
、
『
摂
津

注

同

ま
き

(
1
)

「
孝
行
者
同
支
配
所
橘
通
六
町
目
町
人
勝
浦
屋
太
郎
兵
衛
倅
淡

長
太
郎
十
七
歳
元
文
四
年
御
褒
美
／
孝
行
者

同

娘

九

歳

同

時

御

褒

美

／

孝

行

者

初
五
郎

い
ち

同
娘

十
六
歳

十
五
歳

同
倅

七
歳

同
時
御
褒
美
／
孝
行
者

同
時
御
褒
美
／
孝
行

同
時
御
褒
美
」
（
『
官

と
く

同
支
配

同
支
配

名
所
図
会
大
成
』
の
底
本
と
し
て
『
浪
速
叢
書
』
七
・
八
巻
（
浪
速

叢
書
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
）
、
『
一
話
一
言
』
の
底
本
と
し
て
『
大

田
南
畝
全
集
』
（
濱
田
義
一
郎
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
、
『
浪

速
人
傑
談
』
の
底
本
と
し
て
『
続
燕
石
十
種
』
（
水
谷
不
倒
•
朝
倉
無

声
編
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
八
年
）
、
『
近
世
孝
子
伝
』
の
底
本
と

し
て
『
近
世
孝
子
伝
』
（
城
井
寿
章
著
•
佐
藤
元
渡
校
、
愧
陰
書
屋
、

明
治
七
年
）
、
『
和
漢
孝
義
録
』
の
底
本
と
し
て
『
和
漢
孝
義
録
』
（
鈴

木
重
義
編
、
亀
谷
省
軒
評
、
光
風
社
、
明
治
一
五
年
）
、
『
修
身
事
蹟
』

の
底
本
と
し
て
『
修
身
事
蹟
』
（
保
田
安
政
、
目
黒
書
店
、
明
治
二
四

年
）
、
『
賢
女
脩
身
事
蹟
』
の
底
本
と
し
て
『
賢
女
脩
身
事
蹟
』
（
今
川

粛
、
中
近
堂
、
明
治
二
五
年
）
、
『
教
椴
史
諄
』
の
底
本
と
し
て
『
教

脇
史
諏
』
（
『
仙
台
文
庫
叢
書
』
第
八
集
、
芦
立
文
助
編
、
作
並
清
亮

出
版
、
明
治
三

0
年
）
、
『
ポ
ケ
ッ
ト
忠
孝
百
話
』
の
底
本
と
し
て
『
ポ

ケ
ッ
ト
忠
孝
百
話
』
（
佐
藤
緑
莱
編
、
日
吉
堂
、
明
治
四
四
年
）
、
『
通

俗
孝
子
伝
』
の
底
本
と
し
て
『
通
俗
孝
子
伝
』
（
石
川
弘
、
洛
陽
堂
、

明
治
四
五
年
）
を
用
い
た
。

(
5
)
東
洋
文
庫
版
の
鈴
木
棠
三
氏
「
解
題
」
に
「
巻
二
の
記
事
の
下
限

が
天
明
六
年
で
あ
る
の
で
、
恐
ら
く
巻
二
は
佐
渡
で
書
か
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
」
と
あ
る
の
に
拠
る
。

(
6
)
『
日
本
教
科
書
大
系
近
代
編
』
第
三
巻
（
海
後
宗
臣
他
編
、
講
談

社
、
一
九
六
二
年
）
に
『
近
世
孝
子
伝
』
を
載
す
。

(
7
)
事
件
の
最
終
日
は
元
文
四
年
三
月
二
日
で
あ
り
、
奥
付
に
よ
れ
ば
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『
五
孝
子
伝
』
の
成
立
は
同
年
三
月
二
十
三
日
で
あ
る
。

(
8
)
ま
た
、
昭
和
期
の
徳
行
證
集
に
、
「
窓
の
す
さ
み
追
加
に
奉
行
所
へ

願
出
し
は
長
太
郎
い
ち
ま
き
の
三
人
と
あ
り
。
と
く
初
太
郎
は
尚
幼

稚
な
れ
ば
さ
も
あ
ら
ん
か
し
。
」
（
白
井
喬
次
『
国
史
挿
話
全
集
』
第

四
巻
、
「
浪
花
の
幼
き
五
孝
子
」
、
昭
和
一
七
年
）
と
あ
る
。

(
9
)

兄
弟
姉
妹
の
名
称
は
当
該
の
も
の
を
用
い
る
の
が
一
般
的
だ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
『
五
孝
子
伝
』
は
「
伊
知
」
「
萬
幾
」
、
『
一
話
一
言
』
は
「
ま

つ
」
、
『
近
世
孝
子
伝
』
は
「
阿
市
」
「
阿
政
」
「
阿
徳
」
、
『
窓
の
須
佐

美
』
は
「
市
」
、
『
ポ
ケ
ッ
ト
忠
孝
百
話
』
は
「
マ
サ
」
、
『
通
俗
孝
子

伝
』
は
「
初
太
郎
」
と
の
表
記
を
用
い
て
い
る
。

(10)
鵡
外
の
み
「
桂
屋
」
と
す
る
の
は
、
基
づ
い
た
『
一
話
ニ
―
―
0

』
が

ひ
ら
が
な
を
用
い
て
「
か
つ
ら
や
」
と
し
て
い
る
の
を
独
自
に
漢
字

化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(11)

な
お
、
『
浪
速
人
傑
談
』
に
は
、
自
注
と
し
て
「
右
五
孝
子
の
事
跡

は
、
東
都
之
北
静
慮
先
生
之
梅
園
雑
話
と
云
書
に
載
た
る
を
、
す
こ

し
も
増
減
せ
ず
写
す
処
な
り
」
と
あ
る
た
め
、
『
五
孝
子
伝
』
『
梅
園

雑
話
』
『
浪
速
人
傑
談
』
と
い
う
踏
襲
順
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
北

静
慮
『
梅
園
雑
話
』
に
つ
い
て
は
詳
細
未
詳
。

(12)
徳
田
進
氏
「
身
替
り
救
親
諦
の
文
学
的
成
長
ー
「
鵡
外
の
最
後

の
一
句
」
考
ー
」
（
『
孝
子
説
話
集
の
研
究
』
第
四
章
ー
一
、
井
上
書

房
、
昭
和
三
九
年
、
三
一
三
頁
）
参
照
。

(13)
『
梅
園
雑
話
』
は
未
見
で
あ
る
が
、
『
浪
速
人
傑
談
』
に
「
（
注
…
…

『
梅
園
雑
話
』
を
）
す
こ
し
も
増
減
せ
ず
写
す
」
と
あ
る
た
め
『
浪

速
人
傑
談
』
と
ほ
ぼ
同
じ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(14)

丙
群
の
『
窓
の
須
佐
美
』
も
し
く
は
他
の
伝
聞
由
来
の
情
報
か
。

(15)
『
一
話
一
言
』
は
五
十
巻
を
数
え
、
そ
の
中
に
は
南
畝
自
身
の
著
述

の
他
、
自
作
以
外
の
歌
・
文
・
条
文
・
証
文
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(16)

五
井
蘭
洲
が
識
語
に
お
い
て
、
「
五
孝
子
の
状
、
中
井
梵
i

奄
記
す
。

実
に
観
る
べ
き
た
り
て
、
文
鳴
を
溢
ぎ
ず
。
五
子
の
孝
に
同
じ
き
な

り
。
蓋
し
諸
を
天
性
に
得
て
、
古
今
の
希
な
る
所
な
り
」
と
中
井
梵

奄
を
賞
讃
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
『
五
孝
子
伝
』
が
梵
i

奄
の
著
作
物

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

(17)
『
摂
津
名
所
図
会
』
巻
四
「
難
波
人
」
に
は
、
十
五
組
の
孝
子
貞
女

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
「
元
文
の
五
孝
子
」
と
い
っ

た
美
称
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
ち
等
兄
弟
姉
妹
た
だ
一
例
で

あ
る
。

(90) 


